
小規模企業共済法の一部を改正する法律案（公布の日から1年以内に施行）
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・経営に携わっている｢配偶者｣、｢後継者｣も含
まれる。

・ 「経営に携わる者」であれば親族に限定せず。

・加入できる｢共同経営者｣の数は2人まで（個人
事業主とあわせて3人まで）。

※個人事業主1人当たりの青色事業専従者数は1.2人。
小規模企業たる会社の9割は役員3人以下。

共同経営者

従業員

中小企業退職金共済の加入対象者

○個人事業主の「事業の経営に携わる者」（共同経営者）について、新たに加
入資格を認める。

○｢共同経営者｣の掛金は、現行の加入対象者同様、月額7万円
を上限とする。

○｢共同経営者｣の共済事由は、個人事業主と同様、｢廃業｣及び
｢老齢（65才以上）｣。

※① 個人事業主の廃業に伴い「共同経営者」でなくなる場合、
② 死亡、疾病等により「共同経営者」でなくなる場合、
を｢廃業｣と認定。

※｢共同経営者｣の範囲を明確化し、従業員と区別。
（例）
・経営に携わっていることの証として、｢対価の支払が行われていること｣
・一定規模以上の投資や事業廃止などの重要な経営決定に関し、「共同経営者」の同意が
必要とされていること

・事業資金の借入について、連帯債務を負っていること

○法改正とあわせ、契約者貸付制度のメニューの一つとして、｢事業
承継貸付｣（金利0.9%）を創設し、個人事業主の事業承継における
資金確保を支援。

※契約者貸付制度：共済加入者は、無担保・無保証かつ低利（1.5%又は
0.9%）で資金の借入が可能。

○経済危機の中、特に厳しい経営環境に置かれている零細個人事業の経営者の将来不安を取り除き、安心して事業を継続できる
環境を整備することは喫緊の課題。

○このため、小規模企業共済法を改正し、個人事業主の共同経営者まで、小規模企業共済制度の加入対象者を拡大し、小規模
企業の7割を占める零細個人事業の事業活動を強力に支援。

１．新規加入対象者の範囲 ２．新規加入対象者の掛金水準・共済事由
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○小規模企業の約7割を占める個人事業主の数は大きく減少。

86年:389万

06年：257万

99年:306万

（参考）小規模企業数の推移
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（参考）現行の小規模企業共済制度

加入者（123万人）

個人事業（約79万人）会社（約44万人）

現行制度で加入資格があるのは、常時使用する従業員の数が20人以下（商業、サービス業は従業員5人以下）の個人事業主又は会社の
役員（小規模企業の経営者）。

代表取締役 取締役 監査役 個人事業主 共同経営者

（420万の中小企業のうち小規模企業は366万。小規模企業たる個人事業主は257万人。）

共同経営者は小規模企業
共済に加入できない

２．加入対象者

（独）中小企業基盤整備機構

小規模企業
共済法

税制上の
措置

掛金は全額所得控除

受取り
平均加入期間14年

月額7万円が上限（月額1千円～7万円の範囲）
（平均掛金額3.7万円）

共済事由
個人事業主͓廃業（死亡を含む。）
会社役員͓解散、死亡等による退任
共通͓老齢給付（65歳以上の者が対象）

○一括受取り：退職所得控除が適用
Ÿ勤続20年までは1年につき40万円、20年超は1年につ
き70万円控除 （例えば勤続30年の者は1500万円控除）

○分割受取り：公的年金等控除が適用
Ÿ年間最低120万円控除

１．制度の仕組（昭和40年創設）

運用
（予定利率１％）
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家族以外の従業員がいない場合、中
小企業退職金共済に加入できない

加入対象者の範囲の見直し

掛金納付年数 10年 20年 30年

掛金合計額 120万円 240万円 360万円

共済金A
（個人事業の廃業、
会社の解散）

129万円 279万円 435万円

掛金月額1万円の場合
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